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【目的】阪神大震災後に都 市計画決定がなされた区画整理事業地区１０地区のうち、最後

まで地区全体の居住者合意形成が遅れていた「森南（2 丁目）地区」で、平成１０年８月

に居住者側からの街づくり案が作成され、その案を居住者の総意として神戸市に提案する

ことについてのアンケート調査が行われた。本研究では、こ のアンケート調査の分析を通

して震災後４年目を迎えての居住者の事業化への対応を明らかにし、そこから得られた今

回の震災復興の街づくりの問題点と課題を考察する。

【方法】森南町・本山中町まちづくり協議会による留置自記法のアンケート調査。対象者

は森南町２丁目地区の協議会員および地権者である非協議会員。 調査実施期間は平成1    0

年1  0  月3  1 日～1    1 月1   3 日。配票数257 、有効回収票156 、有効回収率60.7% 。

【結果】（ 調査対象の基本属性）ほぼ８割が「持地持家」系居住者で、被災状況は「全壊」

63.8% 、「半壊」18.4% 、「一部損壊」16.4% で、合計98.6% の居住者が何らかの被害を受

けているが、既に建て替え、修理を終えている居住者が８割を越えている。（ 定住志向）定

住志向者は８割に達しており、理由別にみると「いいまちに復興するから」「ここを離れら

れない から」という回答に占める彼らの割合は極めて高くなってい る。（ 街づくり案提出の

賛否）結果的には街づくり案提出について約94% の賛同が得られた。既に自力復興を果た

してい る多くの居住者にとっては、事業化によるデメリット が極力出ない今回の提案に納

得しているものとみられる。しかし、自由意見欄の記述から、道路拡幅にかかる場所の居

住者、および今回の街づくり案提出自体に疑問を抱いている居住者が反対しているこ とが

わかり、街づくり案提出後の更なる合意形成への働きかけが注目される。
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【目的】前報に|ff]じ。
【方法】前報に同じ。

【結果】（４ヶ年の意識変化）震災発生直後の平成７年の調査では全居住者の約８割が調

査に回答していたが、その後回収率は低下し、今回は最終調査で若干の盛り返しがあった
ものの６割に低下している。協議会の行政との対応を巡って地区内に不協和音のあったこ

とも影響していようが､居住者自身の関心が風化していることも否めない現実だと言える。

（行政対応の問題点）この森南地区だけではなく、震災直後兵庫県下１０地区に復興都市
計画として区画整理事業が一方的に決定された。　このことは被災地での都市計画決定手続

きとして、被災住民の存在を一方的に無視した非民主的決定であったが、行政はその後一

貫してこの決定の無謬性に固執し続けた。住民の生活に根ざした街づくりを求める被災者

の要求との乖離が問題をより深刻にしたと言える。（居住地再生への教訓）大都市直下型

地震の再来が射程距離に入っている現在、今回の震災復興の街づくりの経験を正しく総括

することは、被災都市に課せられた社会的歴史的責任でもある。その意味で森南地区の区
画整理事業に対する居住者の対応から、次の諸点を教訓として指摘できる。①居住者参加

型の復興街づくりの制度を緊急に確立すること。②住宅供給と連動した街づくりの手法の
整備を急ぐこと。これらの課題は、今回の被災がインナー・シティー部でより深刻であっ

た事実に鑑み、借家居住者の多いこと、居住・就労・医療・購買・隣人相互扶助が一体と

なった生活が不可欠な人達の多いことを前提にした被災地再生の基本的方針と言えよう。
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